
 

 

（別表４） 介護サービス再開に向けた支援事業 

 

１ 事業内容 

高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠な在宅介護

サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備の取組について支援を

行う次の事業 

（１）在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業 

ア 補助対象事業所 

  別表１に定める訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系

サービス事業所及び多機能型サービス事業所（以下「在宅サービス事業所」と

いう。） 

イ 補助対象者 

令和２年４月１日以降、以下に掲げるサービス利用休止中の利用者への利用

再開支援を行った在宅サービス事業所 

① 在宅サービス事業所（居宅介護支援事業所を除く） 

在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上

で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利

用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等（感染対策に配慮した形

態での実施に向けた準備等）を行った場合 

② 居宅介護支援事業所 

     在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、

希望するサービスの確認（感染対策に係る要望を含む）、サービス事業所と

の連携（必要に応じケアプラン修正）を行った場合 

※１ 「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用して

いた利用者で過去１ヶ月の間、当該在宅サービスを１回も利用していな

い利用者（居宅介護支援事業所においては、過去１ヶ月の間、在宅サー

ビス事業所のサービスを１回も利用していない利用者（ただし、利用終

了者を除く）） 

※２ 「～の確認」とは、１回以上電話または訪問を行うとともに、記録を

行っていること 

※３ 「連携を行った」とは、１回以上電話等により連絡を行ったこと 

※４ 「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと 

注 実際にサービス再開につながった否かは問わない 

 


